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問
北
見
年
金
事
務
所

☎
０
１
５
７
・
３
３
・
６
０
０
７

　

自
動
応
答
で
１
↓
２
を
選
択

問
町
民
課
戸
籍
年
金
係

☎
２
・
１
２
１
３

　

町
道
民
税（
第
１
期
）の
納
期
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
納
期
：
７
月
２
日
（
月
）
ま
で

※
諸
事
情
に
よ
り
「
納
期
限
ま
で
に
納
め

　

ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
納
税
の
相
談
や
、　

町
税
に
つ

　

い
て
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

　

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
企
画
財
政
課
資
産
税
係
・
徴
収
対
策
室

☎
２
・
１
２
１
４

◆
町
嘱
託
職
員
（
町
立
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
介
護
職
員
）

業
務
内
容
：
介
護
業
務
全
般

勤
務
時
間
：
シ
フ
ト
制（
夜
勤
あ
り
）

く
だ
さ
い
。

　

被
保
険
者
本
人
、
連
帯
し
て
納
付
す
る

義
務
を
負
う
配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
こ
と

を
い
う

　

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
状
態
で
、万
一
、

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発

生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る「
保

険
料
免
除
制
度
」や「
納
付
猶
予
制
度（
50

歳
未
満
）」が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
民
課
戸

籍
年
金
係
ま
た
は
北
見
年
金
事
務
所
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
請
書
は
町
民
課
戸
籍
年
金
係

の
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
申
請

時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、

申
請
を
忘
れ
て
い
た
期
間
が
あ
る
方
は
、

戸
籍
年
金
係
ま
た
は
北
見
年
金
事
務
所
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
平
成
30
年
度
分
免
除
等
受
付
開
始
日

  （
平
成
30
年
７
月
〜
平
成
31
年
６
月
分
）

　

平
成
30
年
７
月
１
日
か
ら

　

平
成
30
年
４
月
分
か
ら
平
成
31
年
３
月

分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
３
４
０
円
で
す
。

　

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵

便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
を
利
用
し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利

で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
け

な
い
方
に
対
し
て
、
電
話
、
文
書
、
訪
問

に
よ
り
早
期
に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
案

内
し
て
お
り
ま
す
。

　

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、
強
制
徴

収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督
促
を
行
い
、
指

定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
付
が
無
い
場
合

は
、延
滞
金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

納
付
義
務
の
あ
る
方　

の
財
産
を
差
し
押

さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
が
免
除
・
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
戸
籍
年

金
係
ま
た
は
北
見
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談

◦詳しい内容は直接お問い合わせください。
◦記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　Ⓔ：メールアドレス
　　：ホームページ　　：お申し込み先　　：フェイスブック

○人口：5,205 人（+7 人）
　【内外国人：130 人】
○男♂：2,459 人（+8 人）
　【内外国人：15 人】
○女♀：2,746 人（-1 人）
　【内外国人：115 人】
○世帯：2,451 戸（+7 戸）
     【内外国人：116 戸】
※（　）内数字は前月比
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資　
　

格
：
介
護
福
祉
士
等
の
資
格

※
資
格
の
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

採
用
条
件
：
施
設
ま
で
通
勤
が
可
能
な
方

※
町
外
在
住
者
可

申
込
期
限
：
随
時
受
付

・
問
総
務
課
総
務
係

☎
２
・
１
２
１
１

　

教
員
の
出
産
や
育
児
休
暇
の
取
得
に
伴

う
、
後
任
の
臨
時
的
任
用
教
職
員
を
随
時

募
集
し
て
い
ま
す
。（
選
考
審
査
あ
り
）

職　
　

種
：
教
諭
、養
護
教
諭
、栄
養
教
諭

勤
務
場
所
：
オ
ホ
ー
ツ
ク
管
内
の
小
学
校

　
　
　
　
　

中
学
校
、
義
務
教
育
学
校

採
用
期
間
：
１
ヵ
月
以
上

　
　
　
　
　
（
最
長
平
成
31
年
３
月
31
日

　
　
　
　
　

  

ま
で
※
更
新
あ
り
）

勤
務
条
件
：
常
勤（
正
職
員
に
準
じ
る
）

給　
　

与
：
学
歴
・
職
歴
に
よ
り
異
な
る

　
　
　
　
　

条
件
に
よ
り
扶
養
・
通
勤
・

　
　
　
　
　

住
居
手
当
等
を
支
給

資　
　

格
：
校
種
・
職
種
に
応
じ
た
教
員

　
　
　
　
　

職
員
免
許
状
を
有
す
る
方

申
込
方
法
：
履
歴
書
を
持
参
ま
た
は
送
付

・
問
北
海
道
教
育
庁
オ
ホ
ー
ツ
ク
教
育

局
企
画
総
務
課
教
職
員
係

☎
０
１
５
２
・
４
１
・
０
７
５
１

〒
０
９
３
・
８
６
１
９

網
走
市
北
７
条
西
３
丁
目

　　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税
務
署

に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し

て
活
躍
す
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

受
験
資
格
：
高
卒
見
込
み
の
者
若
し
く
は

　
　
　
　
　

高
卒
後
３
年
を
経
過
し
て
い

　
　
　
　
　

な
い
者　

申
込
受
付
期
間
：
６
月
18
日（
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　

〜
６
月
27
日（
水
）

申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

　
http://w

w
w

.jinji-shiken.go.jp/
juken.htm

l

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き
な
い

方
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
人
事
院
北
海
道
事
務
局

☎
０
１
１
・
２
４
１
・
１
２
４
８

〒
０
６
０
・
０
０
４
２

札
幌
市
中
央
区
大
通
西
12
丁
目

第
１
次
試
験
：
９
月
２
日（
日
）

合
格
者
発
表
日
：
10
月
４
日（
木
）

第
２
次
試
験
：
10
月
10
日（
水
）
〜
10
月

　
　
　
　
　
　

19
日（
金
）の
う
ち
指
定
す

　
　
　
　
　
　

る
日

最
終
合
格
者
発
表
日
：
11
月
13
日（
火
）

問
札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用
担
当

☎
０
１
１
・
２
３
１
・
５
０
１
１

　
（
内
線
２
３
１
５
）

問
北
見
税
務
署
総
務
課

☎
０
１
５
７
・
２
３
・
７
１
５
１

　

児
童
手
当
の
支
給
対
象
者（
現
在
、
中

学
校
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
方
）

は
、
期
日
ま
で
に「
児
童
手
当
現
況
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
出
は
、

毎
年
６
月
１
日
の
状
況
を
記
載
し
、
児
童

手
当
の
支
給
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
大

切
な
届
出
で
す
。必
ず
期
日
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
個
別
に

通
知
し
ま
す
。

　

公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
手
続
き
さ
れ

ま
す
の
で
届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
持
参
す
る
も
の

▽
印
鑑
、
保
険
証

◆
手
続
先

▽
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

▽
若
佐
支
所

▽
浜
佐
呂
間
出
張
所

◆
受
付
期
間
：
６
月
29
日（
金
）ま
で

※
受
付
期
間
ま
で
に「
児
童
手
当
現
況
届
」

　

の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
受
給
資
格
が

　

あ
っ
て
も
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
を

　

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

　

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
福
祉
係

☎
２
・
１
２
１
２

　

平
成
29
年
度
サ
ロ
マ
ゲ
ン
キ
マ
イ
レ
ー

ジ「
ふ
る
さ
と
商
品
券
２
０
０
０
円
が
当

た
る
抽
選
」当
選
者
の
発
表
で
す
。

◆
鳴
海　

多
美
子　

さ
ん

◆
鈴
木　

亜
未　
　

さ
ん

◆
山
内　

喜
代
子　

さ
ん

◆
保
里　

愛　
　
　

さ
ん

◆
渡
辺　

和
子　
　

さ
ん

◆
菊
野　

逸
子　
　

さ
ん

◆
岩
田　

峰
子　
　

さ
ん

◆
伊
東　

恵
美
子　

さ
ん

◆
森
田　

武
治　
　

さ
ん

　

佐
呂
間
コ
ミ
セ
ン
改
修
工
事
に
伴
い
、

次
の
と
お
り
休
館
と
な
り
ま
す
。
休
館
中

は
他
の
施
設
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

利
用
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
大
変
ご
不
便

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
休
館
期
間

　

７
月
１
日
〜
９
月
30
日
（
予
定
）

問
町
民
課
住
民
活
動
係
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自
衛
隊
遠
軽
駐
屯
地
の
創
立
67
周
年
を

記
念
し
た
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

◆
市
中
パ
レ
ー
ド

日
時
：
６
月
30
日（
土
）
10
時
〜
11
時

場
所
：
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
え
ん
が
る
駐
車
場
前

◆
創
立
記
念
行
事

日
時
：
７
月
１
日（
日
）
９
時
〜
14
時
半

場
所
：
自
衛
隊
遠
軽
駐
屯
地

問
第
25
普
通
科
連
隊
第
１
科
広
報
班

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
５
２
７
５

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
平
成
31
年
３
月

新
規
高
校
卒
業
予
定
者
の
求
人
に
つ
い
て

６
月
１
日
か
ら
受
理
を
開
始
し
ま
す
。

　

企
業
の
将
来
を
担
う
新
卒
者
の
採
用
に

つ
い
て
是
非
ご
検
討
し
て
い
た
だ
き
、
お

早
め
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
求
人
の
申
込
み

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
北
見
公
共
職
業
安
定
所
専
門
援
助
部
門

☎
０
１
５
７
・
２
３
・
６
２
５
１

問
北
見
公
共
職
業
安
定
所
遠
軽
出
張
所

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
２
７
７
９

☎
２
・
１
２
１
３

　

道
路
整
備
事
業
と
し
て
、
改
良
・
舗
装

工
事
を
行
い
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
片
側

交
互
通
行
と
な
り
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、み
な
さ
ま
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

佐
呂
間
30
号
道
路（
延
長
２
８
０
ｍ
）

◆
工
事
期
間
：
５
月
中
旬
〜
10
月
下
旬

問
建
設
課
土
木
係

☎
２
・
１
２
１
０

　

佐
呂
間
市
街
地
区
排
水
処
理
整
備
事
業

と
し
て
、
小
公
園
内
に
て
排
水
整
備
工
事

を
実
施
し
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
は
公
園
内
の
一
部
が
進
入

禁
止
と
な
り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
、
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
工
事
期
間
：
５
月
中
旬
〜
９
月
下
旬

問
建
設
課
土
木
係

☎
２
・
１
２
１
０

　

４
月
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま

し
た
が
、
ま
だ
飼
い
犬
に
予
防
注
射
を
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
必
ず
受
け
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
注
射
料
金
：
３
１
１
０
円（
年
１
回
）

◆
往
診
料
金
：
５
０
０
円（
希
望
者
の
み
）

※
往
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ

　

さ
い
。

◆
登
録
料
金
：
３
０
０
０
円（
生
涯
１
度
）

　

動
物
病
院
で
注
射
さ
れ
た
場
合
は
、
役

場
で
注
射
済
票（
５
５
０
円
）の
交
付
を
必

ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課
生
活
環
境
係

☎
２
・
１
２
１
３

☎
２
・
１
２
１
３

☎
２
・
１
２
１
３
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こ
の
制
度
は
、
北
海
道
が
取
扱
金
融
機

関
の
窓
口
を
通
じ
て
、
中
小
企
業
に
お
勤

め
の
方
、
非
正
規
労
働
者
の
方
、
季
節
労

働
者
の
方
、
倒
産
・
リ
ス
ト
ラ
な
ど
事
業

主
の
都
合
に
よ
り
離
職
し
た
方
々
に
、
医

療
、
教
育
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
生
活
資
金

を
融
資
す
る
も
の
で
す
。

◆
融
資
の
対
象
と
な
る
方

▽
中
小
企
業
に
勤
務
す
る
方

▽
非
正
規
労
働
者
の
方

▽
２
年
間
で
通
産
12
か
月
以
上
勤
務
し
て

　

い
る
季
節
労
働
者
の
方（
雇
用
保
険
特

　

例
受
給
資
格
者
）

▽
企
業
倒
産
な
ど
事
業
主
の
都
合
に
よ
り

　

離
職
し
た
方（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

　

等
）

◆
資
金
の
使
途

　

医
療
資
金
、
災
害
資
金
、
教
育
資
金
、

　

冠
婚
葬
祭
資
金
、
一
般
生
活
資
金

◆
融
資
限
度
額
・
融
資
期
間

▽
中
小
企
業
に
勤
務
す
る
方
、
非
正
規
労

　

働
者
の
方
、
季
節
労
働
者
の
方

　

・
１
２
０
万
円
以
内
、
８
年
以
内

▽
離
職
者
の
方

　

・
１
０
０
万
円
以
内
、
８
年
以
内

◆
融
資
の
利
率

▽
中
小
企
業
に
勤
務
す
る
方
、
非
正
規
労

　

働
者
の
方

・
年
利
１
．
６
％

▽
季
節
労
働
者
、
離
職
者
の
方

・
年
利
０
．
６
％

◆
取
扱
金
融
機
関

　

北
海
道
銀
行
、
北
洋
銀
行
、
北
海
道
労

　

働
金
庫
、
各
信
用
金
庫
、
各
信
用
組
合

　

の
本
店
・
支
店

▽
借
入
を
し
た
と
き
の
利
率
は
、
最
終
償

　

還
日
ま
で
一
定（
固
定
金
利
）で
す
。

▽
制
度
の
内
容
に
記
載
し
て
い
る
融
資
利

　

率
は
、
金
融
情
勢
等
の
変
動
に
よ
り
変

　

更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
取
扱
金

　

融
機
関
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
取
扱
金
融
機
関
及
び
北
海
道
労
働
者
信

　

用
基
金
協
会
の
審
査
の
結
果
に
よ
っ
て

　

は
、
ご
希
望
の
融
資
を
受
け
ら
れ
な
い

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
取
扱
金
融
機
関

問
北
海
道
地
域
経
済
局
中
小
企
業
課

☎
０
１
１
・
２
０
４
・
５
３
４
６

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局

　

商
工
労
働
観
光
課

☎
０
１
５
２
・
４
１
・
０
６
３
６

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
サ
イ
ク
リ
ン
グ
は
、
雄
武

町
か
ら
サ
ロ
マ
湖
、
網
走
を
経
由
し
斜
里

町
ま
で
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
２
１
２
ｋ

ｍ
の
道
の
り
を
２
日
間
で
走
行
し
ま
す
。

順
位
を
争
う
も
の
で
は
な
く
風
景
や
参
加

者
と
の
交
流
な
ど
を
楽
し
み
な
が
ら
完
走

す
る
こ
と
が
目
的
の
大
会
で
す 
。

◆
開
催
期
間
：
７
月
６
日
〜 

８
日

◆
佐
呂
間
町
通
過
日
時

　

７
日（
土
）14
時
30
分
〜
17
時
頃

◆
休
憩
ポ
イ
ン
ト
：
キ
ム
ア
ネ
ッ
プ
岬

◆
コ
ー
ス
概
要

▽
オ
ホ
ー
ツ
ク
街
道
フ
ル
コ
ー
ス

雄
武
町
↓
興
部
町
↓
紋
別
市
↓
湧
別
町
↓

佐
呂
間
町
↓
北
見
市
常
呂
町
↓
網
走
市
↓

小
清
水
町
↓
斜
里
町（
２
１
２
ｋ
ｍ
）

▽
オ
ホ
ー
ツ
ク
街
道
満
喫
コ
ー
ス

雄
武
町
↓
興
部
町
↓
紋
別
市
↓
湧
別
町
↓

佐
呂
間
町
↓
北
見
市
常
呂
町（
１
３
３
ｋ
ｍ
）

▽
オ
ホ
ー
ツ
ク
街
道
牧
歌
コ
ー
ス

紋
別
市
↓
湧
別
町
↓
佐
呂
間
町
↓
北
見
市

常
呂
町（
80
ｋ
ｍ
）

▽
オ
ホ
ー
ツ
ク
街
道
メ
ル
ヘ
ン
コ
ー
ス

網
走
市
↓
小
清
水
町
↓
斜
里
町（
41
ｋ
ｍ
）

◆
福
祉
事
業
基
金
と
し
て

　

幸
町　
　

堀
井　

昭
雄　

さ
ん

◆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽
香
典
返
し
を
廃
し
て

　

若
佐　
　

瀬
木　

義
夫　

さ
ん

　

遠
軽
町　

菊
地　

孝
志　

さ
ん

　

西
富　
　

田
中　

良
典　

さ
ん

▽
離
町
に
際
し
て

　

西
富　
　

岸
本　

政
雄　

さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　

栄
美
子
さ
ん

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK 4 戸 15,200 円～

２階 ３LDK ５戸 15,200 円～

宮前
１階 ２LDK ３戸 20,600 円～

２階 ３LDK １戸 23,800 円～

栄 １階 ３LDK ２戸 15,300 円～

若佐第２ ２階 ３LDK １戸 15,700 円～

若佐第１

平屋

３DK １戸 8,800 円～

浜佐呂間
第２

２DK １戸 5,600 円～

３DK ２戸 6,500 円～

若里 ３DK ２戸 9,200 円～

緑園 ３DK ６戸 7,600 円～

◆中堅所得者向け住宅

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃
宮前 １階 ２LDK １戸 40,700 円～

　５月１４日現在の町営住宅の空き家状況をお知ら
せします。入居申込など詳しい内容は、お問い合わ
せください。問建設課管理係　☎２－１２１０

。
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≪保険料の計算方法≫

※所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※平成３０年度の保険料につきましては、６月に個別にお知らせします。

　　保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を
　希望される方は町民課医療保険係にお問い合わせください。
　　ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」
　や「口座振替」により納めていただきます。
　　◆介護保険料が年金から引かれていない方（年金額が年額１８万円未満の方）
　　◆介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の
　　　半分を超える方
　※保険料のお支払いが困難な場合は町民課医療保険係へご相談ください。災害、失業などによる
　　所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方に
　　ついては、保険料の減免を受けられる場合があります。

問北海道後期高齢者医療広域連合
〒０６０－００６２
札幌市中央区南２条西１４丁目  国保会館６階
☎０１１－２９０－５６０１
問町民課医療保険係
☎２－１２１３

　医療機関で処方される薬には、新薬 ( 先発医薬品 ) とジェネリック医薬品 ( 後発医薬品 ) があります。
　ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局
の窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。　
　「希望カード」が必要な方は町民課医療保険係までお問い合わせください。

　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・
効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしてい
る安全 なお薬です。
※ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師
　によく相談しましょう。

　ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代
が安くなります。薬によって異なりますが、
新薬より３割以上、中には５割以上安くなる
ものもあります。
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　平成３０年度も乳がん・子宮頸がん検診を同日に実施します。どちらか一方の申し込みも可能で
すので、受診を希望される方は、下記までお申し込み下さい。（平成３１年２月にも実施致します。）
◆検診日程：７月１９日（木）【締切：６月１９日（火）】
※１日の受診定員が決まっています。定員以上の申し込みのあった場合は抽選となりますので、ご
　了承ください。
◆会場・時間：浜佐呂間活性化センター　　８：３０～
　　　　　　　佐呂間町町民センター　　１２：３０～ ／ １３：３０～

★無料クーポン券を是非ご活用ください !!
　対象となる方には無料クーポン券のご案内を個別に送付します。ぜひ、無料クーポン券を利用して
検診を受けましょう。
＜対象者＞
　◆乳がん：昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日生まれの方
　◆子宮頸がん：平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方
★各検診を受けてマイレージポイントゲット !!
　サロマゲンキマイレージとは、佐呂間町で行われる健康づくり事業に参加するともらえるポイント
です。貯めたポイントは、道の駅サロマ湖で地元特産品と交換できます。
　乳がん・子宮頸がん検診は、ともに受診すると５ポイントになります。ポイントを集めている方、
これから集めようとしている方は、受診の際にお申し出ください。

問・　保健福祉課保健推進係　☎２－１２１２

　乳がんは女性がかかりやすいがんの第１位で、年々増加傾向にあります。早期に発見・治療で
きると１０年生存率は９５％を超え、定期的に検診を受けて早期に発見することが大切です。異
常がなくても２年に１度、乳がん検診を受けましょう。
◆検診内容：問診・マンモグラフィ（乳房レントゲン）検査
◆検診料：１, ０００円　※無料クーポン券対象の方は無料で受診できます
◆検診対象者：原則４０歳以上の女性
※乳がん検診は法令に基づき２年に１回の受診としているため、昨年度、町の乳がん検診（平成
　２９年７月・平成３０年２月、３月実施）を受診された方は、今年度は対象外となります。
※乳房に気になる症状がある方や、病院で経過観察の指示がでている方には、医療機関での受診
　をお勧めしており、町の乳がん検診はご遠慮いただいています。

　近年、２０～４０代の若い年代の女性に増えている子宮頸がんは定期的に検診を受けることで、
がんになる前段階で発見することが出来ると言われています。子宮頸がんの早期発見のために検
診を受けましょう。
◆検診内容：問診・子宮頸部細胞診・エコー検査（希望者のみ）
◆検診料：１, ０００円　※無料クーポン券対象の方は無料で受診できます
　　　　　※エコー検査を希望される方は別途５００円が必要になります。
◆検診対象：原則２０歳以上の女性
※自覚症状（痛み・不正出血など ) がある方や、病院で経過観察の指示がでている方には、医療
　機関での受診をお勧めしており、町の子宮頸がん検診はご遠慮いただいています。
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　平成３０年５月以降、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」など実在しない名称で消費者宅に架
空の訴訟案件を記載した「はがき」を送りつけ、執ように金銭を要求する事業者に関する相談が消費生
活センター等に多く寄せられています。

　訴状は「特別通達」と記載された裁判所の名前入りの封書で直接手渡すことが原則となってお
り、郵便受けに投げ込まれることはありません。正式な裁判手続きの通知がハガキでくることは
ないため、法務省の名前を装い、裁判について記載されたハガキはすべて詐欺です。一度電話し
てしまうと、だまされやすい人としてリストに掲載され、何度もターゲットにされる可能性があ
ります。　

・法務省管轄支局民事訴訟管理センター
・法務省管轄支局国民訴訟通達センター
・法務省管轄支局民事訴訟告知センター　など
　法務省管轄支局と称する事業者と、国の行政機関である法務省とは一切関係がありません。
法務省の組織には「管轄支局」という名称の部署は存在しません。

問経済課商工観光係
☎２－１２００

・現金をレターパックや宅配便に入れて送付させます。
・消費者をコンビニエンスストアに行かせてギフト券を購入させ、そのギフト券
　に記載された番号を連絡させます。
・消費者にギフト券の支払番号を伝え、コンビニエンス
　ストアのレジで支払わせます。

　いずれも典型的な詐欺の手口で、一旦支払うとお金を取り戻すことは極めて困難です。これら
の支払方法を指示されたら直ちに消費者ホットライン☎188 へ連絡しましょう。

　身に覚えのない訴訟案件に関するハガキを受け取った場合は、そのハガキに記載されている電
話番号には絶対に電話しないでください。まずは、各地の消費生活センターや警察にご連絡して
ください。消費生活センター等では消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言やあっせ
んを無料で行っています。

●消費者ホットライン　☎ 188（いやや！）
　最寄りの消費生活センター等につながります。
●警察相談専用電話　☎♯9110
※どちらも局番なしでつながります。
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　最近は、自転車による交通事故のニュースを目にすることも多くなりました。自転車は「軽車両」です。事故
を起こすと多額の賠償責任を請求されることもあります。自転車を利用される方は「自転車だから大丈夫」と
油断することなく、交通ルール・マナーを守り、安全な利用を心がけましょう。

■飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
■夜間はライトを点灯
■交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

自転車は、車道が原則、
歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で
車道寄りを徐行
交通ルールを守る
子どもは
ヘルメットを着用

◆交通事故発生状況（平成 30 年 4 月 30 日現在）
　発生　４件（＋２件）　死亡　１人（±０人）
　傷者　４人（＋２人）　（　）内は前年比
　発生件数は人身事故の件数
◆交通死亡事故ゼロ運動（5 月 21 現在）　133 日


